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保護者への一層の登園自粛要請等について 

 

１ 保護者への登園自粛要請について 

日頃から本市保育・教育行政に御理解・御協力をいただき、ありがとうございます。 

４月７日の新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言が出された後も、感染拡大が続いてお

り、市内の保育所等においても新型コロナウイルス感染症の陽性となる関係者が出るなど、保育所等

への影響も出てきています。 

本市では、これまでも保護者の皆様に対して、ご家庭で保育が可能な場合には、登園を控えていた

だくようお願いをしておりましたが、保育所等での感染を防止し、社会全体での流行を食い止めるた

めにも、これまで以上に登園を自粛していただくよう要請することとしました。 

つきましては、別紙の保護者の皆様へのお知らせを配布いただくようお願いいたします。なお、お

知らせにつきましては、既に登園を控えている保護者の方にお渡しいただく必要はありませんので、

各園で適宜必要な方にお渡しください。 

また、政府からも外出禁止により接触機会を８割削減していくという目標も出されていることか

ら、今回お示しする保護者の職業要件に当てはまる場合においても、ご家庭で保育が可能な日につい

ては、登園の自粛や、できるだけ登園時間を短くするようお願いしてください。 

なお、お示しする職業要件に当てはまらない方で業務につく必要がある場合や、福祉的要件で保育

が必要な場合などについては、個別に保護者の方とご相談、あるいは区役所とも調整していただくよ

うお願いいたします。 
 

【添付資料】 保護者の皆様への配付資料  

「新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための保育所等の一層の登園自粛要請について」 

 

２ 日曜日、大型連休時等の連絡について 

  保育所等の関係者（職員・在園児・保護者）については、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触

者や陽性となった場合について、ご本人から園にご連絡をいただき、園から各区にご連絡をいただ

くようお願いしています（令和２年４月17日付「保育所等における臨時休園の判断にかかる対応等

について」（保育・教育運営課長通知））。日曜日や大型連休に備え、保護者等に対して園の緊急

連絡先をご案内している園もあるかと思いますが、休み中に連絡が取れない園については、休み明

けの連絡により急な対応が必要となることも想定されます。 

  そこで、日曜日や大型連休の際に当該事案が発生した場合に、必要に応じて保健所等からの連絡

を希望する園については、各園の連絡先を各区に集約させていただきたいと思います。 

  別紙の連絡様式を使い、保育実施日以外で確実に連絡が取れる連絡先及び担当者を記載し、各区

こども家庭支援課にＦＡＸでご連絡いただくようお願いします。 

  なお、ご提供いただいた連絡先については、新型コロナウイルスへの対応の際の連絡のみに使用

させていただき、それ以外の目的では使用いたしません。 

 

 

 

 

＜担当連絡先＞ 

    保育・教育運営課：671-3564 



＜各区こども家庭支援課 ＦＡＸ番号＞（中区の番号に誤りがありました） 

鶴 見 区 ５１０－１８８７ 金 沢 区 ７８８－７７９４ 

神奈川区  ３２１－８８２０ 港 北 区 ５４０－２４２６ 

西 区 ３２２－９８７５ 緑 区 ９３０－２４３５ 

中 区 （正）２２４－８１５９ 青 葉 区 ９７８－２４２２ 

南 区 ３４１－１１４５ 都 筑 区 ９４８－２３０９ 

港 南 区 ８４２－０８１３ 戸 塚 区 ８６６－８４７３ 

保土ケ谷区 ３３３－６３０９ 栄 区 ８９４－８４０６ 

旭 区 ９５１－４６８３ 泉 区 ８００－２５１３ 

磯 子 区 ７５０－２５４０ 瀬 谷 区 ３６７－２９４３ 

 

 

【保育所等緊急連絡先】 
 

 

１ 名  称：                             

 

２ 住  所：                                                      

 

３ 担当者名：                             

 

４ 連 絡 先（いずれかを選んでください） 

   □ 電 話：                     

         □ E-mail：                     

         □ その他：                     

□ 新型コロナウイルスの対応について、次の２点について同意します。 

  ・区役所に対して、保育実施日以外の連絡先を提供します。 

  ・新型コロナウイルスに関する連絡について、提供した連絡先に対する区役所からの連絡を受け

ます。 

情報の提供に同意さ

れる場合は、☑をし

たうえで、FAXの送

信をお願いします。 



令和２年４ 月  日  

保護者の皆様へ  

横浜市こども青少年局保育・教育運営課長 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための 

保育所等の一層の登園自粛要請について 
 

日頃から、保育・教育施設の運営にご協力いただき、ありがとうございます。 

令和２年４月７日に政府による「緊急事態宣言」及び、神奈川県からの通知を受け、本市

においても令和２年４月８日付「緊急事態宣言の発出に伴う保育所等の利用について」で、

ご家庭での保育が可能な場合には、登園を控えていただくよう、協力のお願いをさせていた

だきました。 

しかしながら、新型コロナウイルスの感染が止まる気配を見せず、保育所等においても新

型コロナウイルスの陽性となる関係者が出る状況となっています。これまでも保育所等にお

いては、感染拡大防止に向けて可能な対応はとっていますが、保育という業務の性質上、い

わゆる「３密」（「密閉」「密集」「密接」）をなくすことは困難であり、皆様に自粛いた

だくことで、特に密集状態の改善を図ることができると考えています。社会全体の感染拡大

を食い止めるためにも、保護者の皆様にもご協力いただき、これまで以上に登園を自粛して

いただくよう、改めてお願いいたします。 

これを踏まえ、登園自粛をお願いする期間について、保育の対象とする方の保護者の職業

要件について、具体的にお示しいたします。なお、お示しする職業に当てはまらない場合な

どで、真に保育が必要である場合については、個別に各園にご相談ください。 

（各園には、個別相談への対応を依頼しています。） 

保護者の皆様やお子様にも、ご不便や様々な制限をお願いすることとなりますが、新型コ

ロナウイルスの拡大を抑制し、早期の収束を目指すという趣旨をご理解いただき、ご協力を

お願いいたします。 

 

【保護者の職業要件等】 

（「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」の『社会生活を維持する上で必要な施設』に該当する職業） 

園児の両親がともに下記職業要件に該当するなど、ご家庭での保育が困難な状況にある場合。 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の職業要件に該当されている方についても、どうしても必要な日のみや時間短縮など

必要最小限のご利用にしていただきますようお願いします。 

 

 
＜担当連絡先＞ 

保育・教育運営課：671-3564 

①医療関係従事者（医師、看護師、薬剤師、保健師等） 

②ライフラインを支える職の従事者（公共交通機関、水道、ガス、電気等） 

③福祉施設等の従事者（高齢者施設、障害者施設、保育所等） 

④生活必需物資販売施設等の従事者（卸売市場、食料品売場、コンビニエンスストア等） 

⑤その他社会生活を維持する上で必要な施設等の従事者（警察、消防、その他行政サービ

ス、金融機関、運送関係等） 
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